
奈
良
県
告
示
第
百
六
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

指
定
訪
問
看
護
事

主
た
る
事
務
所
の

訪
問
看
護
ス
テ
ー

訪
問
看
護
ス
テ
ー

指
定
年
月
日

業
者
等
の
名
称

所
在
地

シ
ョ
ン
等
の
名
称

シ
ョ
ン
等
の
所
在

地

株
式
会
社
メ
デ
ィ

大
阪
府
松
原
市
田

ほ
っ
と
ナ
ビ
訪
問

磯
城
郡
田
原
本
町

平
成
二
十
八

カ
ル
ナ
ビ

井
城
三
丁
目
七
四

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

大
字
新
町
一
三
番

年
四
月
一
日

ー
一

コ
ー
ポ
ミ

ン

地
五

ブ
ル
ジ
ュ

カ
一
階
Ｔ
〇
一
号

ー
ル
一
〇
三

室


		2016-07-28T15:33:00+0900
	naraken.




